
印
度
學
佛
敏
學
研
究
第
三
十
八
巻
第
一
號

卒
成
元
年
十
二
月

光
明
寺
雑
記
と
役
者

に
つ
い
て

田

辺

英

夫

一

光
明
寺
雑
記
に

つ
い
て

近
世
徳
川
幕
府
の
成
立
期
慶
長
十
八
年

(
一
六
一
三
)
光
明
寺
は
東
山

禅
林
寺
と
の
間
で

「著
香
衣
執
奏
」
に
つ
い
て
諄
い
、
家
康
の
下
に

あ

っ
た
僧
録
元
信
と
崇
伝
の

「
扱
」
に
よ
っ
て
喧
嘩
両
成
敗
的
な
裁
許

が
出
さ
れ
た
。
結
果
、
浄
土
宗
西
山
派
に
関
し
て
は
東
山
禅
林
寺
と
西

(1
)

山
光
明
寺

の
二
ヶ
寺
を
以
て

「
両
本
寺
」
と
定

め

ら

れ

た
。

こ
の
時

期
、

一
宗

一
派

一
本
寺
が
主
流
で
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
二
寺
を
合
し

て
本
寺

と
す
る
変
則
的
な
本
寺
制
で
も

っ
て
西
山
派
は
近
世
を
通
し
て

い
る
。

光
明
寺
文
書
に
つ
い
て
は
現
在
光
明
寺
に
所
蔵
さ
れ
る
も
の
と
西
山

短
期
大
学
に
架
蔵
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
。
明
治
期
に
東
大
史
料
編
纂

所
に
よ

っ
て
文
書
二
十
点
が
影
写
さ
れ
、
そ
の
後
光
明
寺
所
蔵
分
は
五

(2
)

十
棲
修

三
氏
が
什
宝
台
帳
に
、
西
山
短
大
分
は
山
本
賢
龍
師

が

目

録

に
、
登
載
さ
れ
た
。
文
書
自
体
は
長
い
間
史
料
と
し
て
顧
み
ら
れ
る
こ

と
は
少

な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

昭
和
五
十
二
年
京
都
府
教
育
委
員
会

の
調
査
に
よ
っ
て
目
録
が
ま
と

め
ら
れ
、

こ
れ
に
よ
り
文
書
の
拝
見
が
可
能

に
な

っ
た
。
こ
れ
に
加
え

て
昭
和
六
十
二
年
長
岡
京
市
史
編
纂
資
料
調
査
に
よ
っ
て
倉
な
ど
か
ら

新
た
に
発
見
さ
れ
た
文
書
類
五
十
点
余
が

「光
明
寺
文
書
調
査
概
要
」

と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
。

今
回
テ
ー
マ
に
取
り
上
げ
た
文
書
は
そ
れ
ぞ
れ

の
表

紙

に

「続
雑

記
」
「雑
記
」
と
表
書
き
さ
れ
た
西
山
短
大
架
蔵
分
十

一
冊
と

「
雑
記
」

第
萱
と
表
書
き
さ
れ
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た

一
冊
、
合
せ
て
十
二
冊
で

あ
る
。
こ
れ
は
光
明
寺

の
役
者
職
の
任
に
あ

っ
た
僧
が
代

々
書
き
と
ど

め
た
も
の
で
、
享
保
二
年

(
一
七
一
七
)
か
ら
慶
応
二
年

(
一
八
六
六
)
前

期
に
至
る
約
百
五
十
年
間
に
わ
た
る
記
録
で
あ
る
。
残
念
な
こ
と
に
寛

政
四
年

(
一
七
九
二
)
か
ら
寛
政

一
○
年

(
一
七
九
八
)
、
文
政
六
年

(
一
入

二
三
)
か
ら
天
保

一
一
年

(
一
八
四
○
)
、
弘
化
四
年

(
一
八
四
七
)
か
ら

安
政
六
年

(
一
八
五
九
)
、
慶
応
二
年

(
一
八
六
六
)
後
期
以
降
と
欠
け
て

い
る
が
、
他
の
期
間
は
ほ
ぼ
連
続
的
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て

一
括
し
て

「
光
明
寺
雑
記
」
と
総
称
し
て
良

い
か
と
思
わ
れ

る

(以
下
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「雑
記
」
と
称
す
る
)
。
雑
記
の
形
状
は
十
二
冊
共
に
約

三
〇
セ
ン
チ
×

二
〇

セ
ン
チ
の
た
て
長
で
、
厚
さ
に
は
異
同
が
あ
り

一
〇
セ
ン
チ
前
後

か
ら
二
〇

セ
ン
チ
程
度

の
と
じ
本
と
な

っ
て
い
る
。
内
容
に
つ
い
で
あ

る
が
、

雑
記
第

一
に
役
者
に
よ

っ
て
書
留
め
ら
れ
る
に
至

っ
た
理
由
が

記
さ
れ
て
い
る
。

享
保
二
酉
年
六
月
十
九
日
沢
了
入
寺
よ
り
享
保
十
五
成
年
正
月
遷
化
迄
出
入

十
三
年
余
之
間
雑
記
印
置
キ
申
候
、
江
戸
表

・
京
奉
行
所

・
当
山
に
御
止
メ
可

被
成
候
、
銘
く
難
義
い
た
し
候
儀
間

二
在
之
、
夫
故
現
住
被
申
渡
候
二付
如

此
二相
帳
調
印
置
キ
申
候
、
後
く
心
得
二
成
リ
申
儀
二
候
問
被
申
付
置
キ
候
趣
ヲ

印
置
申
候

以
上

享
保
十
五
年
二
月
十
六
日

退
役

了
雲

沢
道

こ
れ
は
雑
記

の
書
留
め
を
最
初
に
指
示
さ
れ
た
光
明
寺
三
七
世
明
空
沢

了
が
享
保

一
五
年

(
一
七
三
〇
)
一
月
二
五
日
に
遷
化
さ
れ
た
の
で
、
こ

の
住
持

の
下
で
役
者
を
務
め
た
了
雲
と
沢
道
の
二
人
が
退
役
に
あ
た
り

次
に
来
る
役
者

へ
申
し
送
る
意
味
で
書
き
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
「江

戸
表

・
京
奉
行
所

・
当
山
に
御
止

メ
可
被
成
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
先

例
を
重

ん
じ
た
幕
藩
制
下
に
あ

っ
て
幕
府
側
と
の
対
応
に
、
本
寺
と
し

て
落
度
な
く
執
務
を
せ
ま
ら
れ
、

こ
れ
を
受
入
れ
た
事
実
と
寺
院
側
の

不
利
と
な
ら
ぬ
よ
う
苦
慮
し
た
の
で
あ
ろ
う
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
と
共

に
幕
末

に
至
る
ま
で
住
持
が
交
替
し
役
者
が
交
替
し
て
も
、
次
々
と
書

き
継
が
れ
る
契
機
と
な
っ
た
部
分
で
あ
る
。
そ

の
内
容
は
幕
府
側
か
ら

の
触

・
達

・
書
翰
と
寺
側
の
対
応
、
末
寺
と
の
往
復
書
翰
、
行
事
、
寺

請
状
の
発
行
控
え
な
ど
を
日
並
に
書
き
留
め
て

い
る
。
先
に
紹
介
し
た

「
光
明
寺
文
書
調
査
概
要
」
に
は

「
そ
の
記
載

は
幕
府
の
寺
社
に
対
す

る
政
策

の
動
き
を
多
く
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
、
市
史
の
み
な
ら
ず
、
全

国
の
寺
社
方

の
触
留
め
と
し
て
江
戸
時
代
の
宗
教
政
策
を
知
る
う
え
に

も
、
ま
た
西
山
浄
土
宗
光
明
寺
の
正
史
資
料
と

し
て
も
貴
重
な
も
の
」

と
、
雑
記

の
資
料
価
値
を
指
摘
し
高
く
証
価
さ
れ
て
い
る
。

二

光
明
寺
役
者

に

つ
い
て

こ
れ
に
つ
い
て
光
明
寺
文
書
に

「
両
山
定
式
」
な
る

一
紙
が
あ
る
。

一
今
度
光
明
寺

公
方
江

御
目
見
江
之
節
寺
社
御
奉
行
衆
当
流
之
役
者
戒
騰

次
第
二
相
勤
候
儀
不
可
然
之
旨
被
御
聞
候
故
、
両
山
相
談
之
上
二
て
撰
其
器

量
役
義
申
付
候
段
相
定
候
之
間
、
自
今
己
後
役
者
闘
候
時
者
各
く
無
依
帖

被
致
取
捨
可
被
窺
ホ
両
山
事

一
万
般
之
儀
、
六
役
同
心
之
上
二
て
相
定
、
当
役

一
人
之
情
二
不
可
被
任
之
事

一
公
儀
一
大
事
二
被
存
、

万
端
の
評
綻
贔
屓
偏
頗
毛
頭
無
之
、
以
道
理
為
本

而
互
之
我
儘
不
可
有
之
、
附
た
り
無
披
露
以
前
内
談
之
儀
聯
不
可
被
相
洩

事
一
門
中
謹
論
出
来
之
節
者
先
為
其
組
中
而
穏
便

・一可
被
治
之
旨
申
渡
候
間
若

不
調
法
之
儀
於
有
之
者
急
度
可
被
遂
吟
味
事

一
公
事
沙
汰
之
醐
、
諸
進
物

一
向
不
可
被
受
事

右
篠
ミ
堅
可
被
相
守
者
也

光
明
寺
雑
記
と
役
者

に
つ
い
て

(田

辺
)

-179-



光
明
寺
雑
記
と
役
者

に

つ
い
て

(田

辺
)

(
一
六
八
八
)

貞
享
五
年
正
月
二
十
九
日

両
山

役
者
中

と
走
り
書
き
し
た
控

の
文
書
で
あ
る
が
両
山

(光
明
寺
と
禅
林
寺
)
側
か

ら
受
取
人

・
役
者
中

へ
発
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
は
京
都
市
中
寺
院

(
一
六
九

六
)

四
ヶ
寺

の
住
職
が
連
署
し
て
光
明
寺
大
和
尚
宛
に
出
さ
れ
た
、
元
禄
九

(3
)

年
の

「両
山
定
式
請
状
」
が
あ
る
。
こ
の
市
中
寺
院
四
ヶ
寺
が

「
両
山

(
一
七
三
四
)

定
式
」
の
受
取
人

・
役
者
中
と
す
れ
ば
、
雑
記

の
享
保
十
九
年
十

一
月

十
九
日
こ
の
日
は
光
明
寺
が
全
焼
し
た
翌
日
の
書
留
め
で
、
京
都
町
奉

行
所
の
見
分
に
立
合

っ
た
の
が
門
中
役
者
当
役
大
蔵
寺
方
丈

・
光
明
寺

役
者
嶺
道
と
あ

っ
て
、
門
中
役
者
の
存
在
が
知
ら
れ
、
年
代
は
異
る
が

「両
山
定
式
」
の
受
取
人
で
あ
る
役
者
中
に
相
当
す
る
と

考

え

ら

れ

る
。こ

の

「
両
山
定
式
」
か
ら
は
こ
れ
ま
で
戒
騰
順
に
形
式
的
な
役
者
を

あ
て
て
い
た
光
明
寺
に
対
し
て
、
幕
府
側
か
ら
の
不
満
と
寺
側
に
対
す

る
圧
力
を
読
み
と
る
と
共
に
、
こ
れ
を
受
入
れ
た
両
本
山
が
相
談
し
て

幕
府
の
要
請
に
機
能
し
得
る
器
量
を
撰
ん
で
役
義
を
申
し
つ
け
る
役
者

を
新
設
す

べ
く
門
中
役
者
中

へ
領
解
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

役
者

の
心
得
と
し
て

「
公
儀

一
大
事

二被
レ存
」
と
幕
府
を
強
調
し
て
い

る
点
か
ら
し
て
窺
え
る
ゆ
「
門
中
諄
論
出
来
之
節
」
と

一
項
を
掲
げ
て
い

る
こ
と
は
新
設

の
役
者

の
権
限
が
門
中
役
者
と
同
じ
で
あ
る
こ
と

の
確

認
で
あ
ろ
う
。
「
万
般
の
儀
は
六
役
同
心
の
上
に
て
相

定

め
」
と
、

こ

れ
ま
で
の
門
中
役
者
四
人
に
新
設
の
両
山
専
属

の
役
者

一
人
つ

つ
を
合

し
て
六
役
同
心
と
し
て
の
で
あ
る
。
こ
の
両
山
定
式
は
発
せ
ら
れ
て
か

(
一六
九
六
)

ら
九
年
目
に
し
て
、
門
中
役
者
よ
り

「請
状
」
が
出
さ
れ
元
禄
九
年
以

降
よ
り
光
明
寺
役
者
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

1

光
明
寺
文
書

・
禅
林
寺
文
書

・
本
光
国
師
日
記

2

光
明
寺
文
書
調
査
概
要

3

光
明
寺
文
書

「
両
山
定
式
請
状
」

(前
略
)

一
両
山
者
為

一
流
之
惣
統
、
伽
住
職
之
儀
必
可
選
先
輩
高
徳
無
障
之
□

狼
狭
私
情
不
可
招
末
山
之
乱
事

一
役
者
職
之
儀
、
先
年
定
置
候
通
愈
可
選
其
器
量
、
役
員
之
増
減
可
随

其
時
宜
事

(中
略
)

右
條
ミ
可
被
堅
相
守
、
惣
而
役
者
之
定
法
柳
不
可
違
背
者
也

右
御
條
目
之
趣
、

一
ぐ
致
領
承
相
守
可
申
候
、
若
於
令
違
犯
者
、
如

何
様
共
可
被
仰
付
候

元
禄
九
丙
子
年
七
月
二
九
日

仏
光
寺
(
印
)
,
 

的
導
花
押

等
善
寺
(印)

昌
□
花
押

来
迎
寺
(印)

快
道
花
押

西
林
寺
(印)

知
空
花
押

西
山
光
明
寺
方
丈
大
和
尚

<
キ
ー
ワ
ー
ド
>

西
山
光
明
寺

(
西
山
短
期
大
学
講
師
)
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